
 
 

◎ 令和６年４月１日から建設業においても時間外労働の上限規制が適用 

◎ 京都市建設局は、建設業における「働き方改革」を推進するため、全ての工事で

「週休２日」※1 の取組を進めています！ 

◎ 皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 令和 5 年度の取り組み内容 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、京都市情報館のページ「建設局週休２日モデル工事の試行について」をご覧ください。 

https://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000255912.html 

 

対象工事 原則、全ての工事 

発注方式 発注者指定方式 

予定価格が２，０００万円以上の土木工事 

予定価格が１，０００万円以上の舗装工事 

予定価格が５００万円以上の造園工事 

受注者希望方式 

上記以外 

経費補正 発注者指定方式：当初設計時に計上 

受注者希望方式：設計変更で計上 

★ 週休２日（4 週 8 休以上）を達成すれば 
経費の補正額（工事金額の約５％）の計上！ 
工事成績評定点の加点（3.2 点）！ 

 

★ 手続き簡単！ 
「工事月報」及び「工事履行報告書」に必要事項※2 の記入だけ！ 

※2 工事月報：現場閉所日、工事履行報告書：現場閉所率 

問合せ先：京都市建設局建設企画部監理検査課 
契約審査担当 TEL：075-222-3548 

 

京都市建設局の発注工事で「週休２日」の取組を進めています！ 

今後も取組を拡大予定 

週休２日工事を実施した事業者のお声 

・休日の過ごし方が充実した。 

・社員と現場にゆとりができた。 

・休暇を取得する意識が高まった。 

 

※2 工事月報の記載例 

記事欄に 

現場閉所日を記入 


